
資 料

生徒が輝く工業教育

全国工業高等学校長協会 第１回都道府県代表校長研究協議会 提供資料
令和８年５月２５日

～学習指導要領を着実に実施しましょう～

１．教育の方向性について
・初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について（論点整理）
・産業教育ワーキンググループにおける検討事項
・第４期教育振興基本計画
・個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた学校教育の在り方に
ついて

２．高等学校学習指導要領について
・実験・実習における安全
・情報活用能力の育成
・教科等横断的な学習の推進
・総則関連事項

３．文部科学省各種事業
・ネクストハイスクール構想
・ＤＸハイスクール
・マイスター・ハイスクール
・専門高校の特色化・魅力化
・魅力ある学校づくりに向けて
・全国産業教育フェア

４．専門高校の基礎データ
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企業におけるＤⅩの進展とＡＩの活用

段階 具体の状況

段階１
紙や口頭による業務が中心で、デジタル化が図ら
れていない状態

段階２

アナログな状況からデジタルツールを利用した業
務環境に移行している状態
（例）電子メールの利用や会計業務における電子処理など、業務でデ
ジタルツールを利用している

段階３

デジタル化による業務効率化やデータ分析に取り
組んでいる状態
（例）売上・顧客情報や在庫情報などをシステムで管理しながら、業務
フローの見直しを行っている

段階４

デジタル化によるビジネスモデルの変革や競争力
強化に取り組んでいる状態
（例）システム上で蓄積したデータを活用して販路拡大、新商品開発を
実践している

●中小企業におけるＤⅩの取組段階
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中小企業庁 中小企業白書2024,2025,2026 より作成
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●企業におけるAIの活用（５年前と現在）
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【製造業】

食料品製造 化学 鉄鋼 金属製品 生産用機械 電気機械 情報通信機械 自動車同附属品

（％）
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【非製造業】

建設 陸運 卸売 小売 不動産 宿泊 飲食サービス

（％）

財務省特別調査「地域におけるAI活用を巡る現状」 令和８年１月29日 より作成
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【規模・業種別】

全規模全産業 製造業 非製造業 大企業 中堅 中小

（％）



初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について（論点整理）

3初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について（論点整理） 令和７年９月２５日
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教育課程企画特別部会 論点整理
令和７年９月25日（概要版）

教育課程企画特別部会 論点整理
令和７年９月25日（詳細版）

教育課程企画特別部会 論点整理
令和７年９月25日（本文）

【論点整理は以下からダウンロードできます】本文・概要版・詳細版

中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会 産業教育ワーキンググループ第３回 令和７年12月16日
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初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について（論点整理） 令和７年９月25日

中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会 産業教育ワーキンググループ第１回 令和７年10月7日

産業教育ワーキンググループにおける検討事項



第４期教育振興基本計画（令和５年度～令和９年度） 令和５年６月１６日 閣議決定

【総括的な基本方針・コンセプト】

2040年以降の社会を見据えた教育施策におけるコンセプトとも言うべき総括的な基本方針として
「持続可能な社会の創り手の育成」及び「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」を掲げる。

－５年間の教育政策の目標－

目標１ 確かな学力の育成、幅広い知識と教養・
専門的能力・職業実践力の育成

目標２ 豊かな心の育成
目標３ 健やかな体の育成、スポーツを通じた豊

かな心身の育成
目標４ グローバル社会における人材育成
目標５ イノベーションを担う人材育成
目標６ 主体的に社会の形成に参画する態度の

育成・ 規範意識の醸成
目標７ 多様な教育ニーズへの対応と社会的包

摂
目標８ 生涯学び、活躍できる環境整備
目標９ 学校・家庭・地域の連携・協働の推進に

よる地域の教育力の向上
目標10 地域コミュニティの基盤を支える社会教

育の推進
目標11 教育 DX の推進・デジタル人材の育成
目標12 指導体制・ICT 環境の整備、教育研究

基盤の強化
目標13 経済的状況、地理的条件によらない質

の高い学びの確保
目標14 NPO・企業・地域団体等との連携・協働
目標15 安全・安心で質の高い教育研究環境の

整備、児童生徒等の安全確保
目標16 各ステークホルダーとの対話を通じた

計画策定・フォローアップ

●学習指導要領の着実な実施 【目標１】

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善の推進
カリキュラム・マネジメントの確立

学習指導要領の趣旨の理解と実施

●実践的な教育等を通じての学校の特色化・魅力化 【目標１】

工業科においては、産業界や地域と連携したものづくりの学習が強み
産学官連携による探究的な学習やインターンシップ等の充実

●地域、高等教育機関、行政機関等との連携の推進 【目標１】

教員自身も産業界や地域と積極的に関わりを持とうとする意識

●体系的・系統的なキャリア教育の推進 【目標１】

キャリア・パスポート等の活用
「キャリア・パスポート」が生徒が学びと将来とのつながりを考えたり、できる
ようになったことなどを振り返ったりしながら、自身の変容や成長を自己評価
できるものとして機能しているか

●生徒の情報活用能力の育成 【目標１１】

学校の教育活動全体を通して育む
小・中学校での子供たちの学びの状況を踏まえて

初等中等教育段階で推進（抜粋）
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【「令和の日本型学校教育」を構築するための具体的な方策 】

２．各論点に関する現状・課題認識と具体的方策

①少子化が加速する地域における高等学校教育の在り方
 ・教科・科目充実型の遠隔授業、全日制・定時制課程における通信教育の活用、学校間連携等の推進による学びの機会の充実に関する

実証研究の実施
 ・地域や学校を越えた生徒同士の学びのネットワークの構築 など

②全日制・定時制・通信制の望ましい在り方
 ・自宅等からの同時双方向型の遠隔授業や通信教育の活用に関する実証研究、モデル事例の創出 など

③社会に開かれた教育課程の実現、探究・文理横断・実践的な学びの推進
 ・探究・文理横断・実践的な学びの推進
 ・産業界等と専門高校の連携・協働の強化、専門高校を拠点とした地域人材の育成・地方創生の支援、専門高校の魅力発信
 ・DXハイスクール事業の更なる推進 など

個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた学校教育の在り方について

個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた学校教育の在り方に関する特別部会
高等学校教育の在り方ワーキンググループ 審議まとめ 令和７年２月12日

「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ～全ての子供たちの可能性を引き出す、
個別最適な学びと協働的な学びの実現～ （中央教育審議会答申 令和３年１月）

●地理的状況や各学校・課程・学科の枠に関わらず、
いずれの高校においても多様な学習ニーズに対応した柔軟で質の高い学びを実現

●「自己を理解し、自己決定・自己調整ができる力」の育成
●「自ら問いを立て、多様な他者と協働しつつ、その問に対する自分なりの答えを導き出し、行動することができる力」

の育成
●「自己の在り方生き方を考え、当事者として社会に主体的に参画する力」の育成
●義務教育段階において修得すべき資質・能力の確実な育成など、「知・徳・体のバランスのとれた土台」の形成

・スクール・ミッションの再定義、スクール・ポリシーの策定
 ・これまでの実践とICTとを最適に組み合わせることで、これからの学校教育をより良く変化させ、様々な課題を解決し、教育の質の
 向上を図ること に私たちはこれまで取り組んできた

１．これからの高等学校の在り方に関する基本的な考え方 －取り組むことが特に重要とされること－

■多様性への対応

■共通性の確保

をうけて



実験・実習における安全

【安全管理及び生徒への安全指導の徹底】

自身の安全に留意した行動をとること

●生徒ができるようになること

仲間の危険を察知して行動すること

生徒は安全に対する意識も技術も
まだまだ未熟であるという認識

●指導する者としての意識として

〔体験した生徒の感想〕
〇煙の避難を経験してどう思った？
・煙が多くて怖かった ARゴーグルでは見えないことがこんなに怖いと思わなかった
・思った以上に低いところまで煙が来ると逃げるのが大変だった
・もっと周りが見えると思っていたけど煙の色が濃くて周りが見えなかった
・いつもならなんてことないけど、見えないことでいつもとぜんぜんちがうので危ないと思った
・実際には煙を吸ったらいけないと考えると怖い

〇避難するときに気を付けた方がいいことは？
・下を向いて避難するから前を見られなくてぶつかりそうになって危なかった
・煙が濃いのでまっすぐ歩けているかわからなかった、壁伝いに行くと非難しやすいと思った

〇やってみて気づいたことは？
・視界が悪いとこんなに逃げづらいと思わなかった
・煙が危険で逃げづらい 見えないのがちょー怖かった
・実際にあったら焦って逃げるから怪我すると思った
・火災が発生していたらもっと焦ってあわてると思う

〇日頃から準備しておけばよかったと思うことは？
・部屋の整理をしておけばよかったと思った そうすればぶつからないで逃げられた
・どこにものがあるか把握しておかないと工場は危険なものが多いから
・逃げるための通路を把握しておいた方がいい
・工場は危ないものや危険なものが多いからいつもから気をつけておかないといけないと思った

〔教師の実感〕
・通常の避難訓練では工場内で行うこと
がなく、必要な体験だと思う

・整理整頓する意味と工具や装置の危
険性が生徒にもよく分かったと思う

・ARによる体験は臨場感があり現実に
近い状況をリアルに感じることができた

・視界が悪い中で避難すると、手探りに
なりやすく、二次被害も起きやすいと思
う

・火災に気づかず、煙が充満するような
状況になっていたら有毒ガスも有りうる
わけで、生徒全員を安全に逃がすこと
は簡単ではないと思われる

・火災や爆発、あってはならないことだ
が、日ごろから気を引き締めていきたい

・ARのおかげで災害時に実際にどうな
るのか仮想体験ができて実感を持てた
と思う

３ 実験・実習を行うに当たっては，関連する法規等に従い，施設・設備や薬品等の安全管理に配慮し，学習環境を整えるとともに，事故防止や
環境保全の指導を徹底し，安全と衛生に十分留意するものとする。また，排気，廃棄物や廃液などの処理についても，十分留意するものとする。

【高等学校学習指導要領解説】
第３章 第２節 工業第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
第３節 実験・実習の実施に当たっての配慮事項

高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 工業編

実験・実習を行うに当たっては，実験・実習の安全確保を図るため，関連する法規等に従い，施設，実験・実習装置や照明などの日常の点検，施設・
設備の安全管理及び学習環境の整備が必要である。また，機械や装置類の操作，毒物及び劇物などの各種薬品や薬剤，可燃物の使用に際しては，
関連する法規に基づき適正に管理・運用するとともに，事故の防止に努め，安全と衛生の指導を徹底する必要がある。実験・実習では，関連する法規
を遵守するとともに，適切な管理と使用方法について十分理解することにより，実験・実習における事故防止や作業の安全確保，適切な薬品管理など，
安全意識の高揚を図っていくことが大切である。

特に，工業に関する各学科における「実習」においては，排気，廃棄物や廃液などの処理について人体や環境に及ぼす影響に十分配慮し，安全管理
について指導計画に組み入れて指導するなど，十分留意することが必要である。

実験・実習における安全管理及び指導の徹底について 令和４年５月１７日 文部科学省事務連絡より抜粋

神奈川県立川崎工科高等学校 ～ARゴーグルを用いた実習時の安全指導、防災・災害体験～

１．実験・実習を行うに当たっては、実験・実習の安全確保を図る
ため、関連する法規等に従い、施設、実験・実習装置や照明など
の日常の点検、施設・設備の安全管理及び学習環境の整備を行う
こと

２．機械や装置類の操作、毒物及び劇物などの各種薬品や薬剤、可
燃物の使用に際しては、関連する法規に基づき適正に管理・運用
するとともに、事故の防止に努め、生徒に対する安全と衛生の指
導を徹底すること

３．実験・実習における生徒への安全教育及び安全指導の時間を十
分に確保し、学校全体で安全教育を推進し、安全意識の高揚を図
ること

４．学校における危機管理マニュアル等を改めて確認し、事故発生
時の対応等について学校全体で共有すること
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実験・実習における安全管理及び指導の徹底 令和４年５月１７日 文部科学省事務連絡

・鋳造実習の防護装備について、赴任前の状態で「何か」があった時の装備対策がされていなかった物を改善し、「もし・
起きたら」から「もし・起きても」の状態に改善していった

・ホースや器具の劣化の確認、正しく接続されているか（ガス漏れ）、ケーブルの劣化がないか（漏電）、機械からの異音
がないか、正常に動作するか。空き時間には機械の保全や修繕を行う。何かあれば機械、器具の使用停止。直せたり交換
できればすぐに対応する

・実習の始め、点呼の後に服装や体調を確認してから座らせて説明をしている
・実習服のマナー確認、ヘルメット、安全靴の確認
・自動カンナ盤やパネルソーへマシンオイルをさすことを日常的に行っている。ノミ研ぎを行う
・刃物の摩耗具合を把握し、必要に応じて研ぐ。機械類は事前に試運転
・月に一度、「安全管理点検表」が教員に配られ、自分が担当になっている教室や実習室等の点検を行い、提出している
・整理、整頓、清掃をし変化に気が付くことができる。綺麗にすることで、次に使用する人の安全にもつながり、事故が

あった時の２次被害もなくせる。物のある所を明確にすることで危険な場所等も把握しやすくなる
・整理、整頓をするのではなく、みんなが整理整頓したくなる（しなければいけない）と思えるような環境づくり
・実験装置の点検と運転（週に１回）、重機の点検と暖気運転（週に１回）
・屋外での実習がメインになるので、実習日の前日か当日の朝には、実習場所の下見に必ず行きます。交通量が多い時期も

あるので、常に目配りをしています
・実習場の清掃。その後工具類の返却（位置）確認。各ブレーカーがオフになっているかの確認。私用した機器の状態確認
・片付けの徹底だけでなく死角をなくすために、棚や機械等の配置換え

１．日常の点検、安全管理及び学習環境の整備

実験・実習の安全に関して、普段、どのようなことを実践していますか？

【先生方の“実践”】 ～教職員支援機構 令和７年度実習助手研修より～

２．適正な管理と運用、生徒に対する安全と衛生の指導
・慣れが出てきた生徒は、作業服、保護メガネ等の装備がどうしてもおろそかになってしまう。その状況を見て、しっかり

指摘し、一部の生徒は仲間のその状態を指摘しあってお互いに安全が守れるような指導も行っている
・学期・年度末実習の最後には大掃除をしている
・実習室、工具の整理整頓
・１年生、工業技術基礎で工具の使い方を保全とからめて実施する
・実習の前にKY活動を行う（旋盤）
・工具の適正な管理、使用前・使用後の確認
・刃物を使用するので、毎回注意喚起（過去の事例紹介）
・工具を使ったら戻す道具の住所を決める。実習時の危険作業例の共有
・測量実習の前に、熱中症対策、安全対策として健康チェックをやる（睡眠時間、食事状況、体調確認）
・日々実習前に、行う作業について、実践をすることで、気を付けなければいけないポイントなどを確認している
・担当教員との打ち合わせを必ず行っており、重要なポイントや作業の流れなどを確認している
・実習で使う機会は必ず事前に確認し、安全に使用できるようにしている
・旋盤はチャックが目の前で回転しているため、とても危険である。危ない行動があればその都度注意してチェックしてい

る。そのチェックの数が全体に見えるように黒板に書いてある
・実習前に整列し、服装チェック、指差し呼称、危険個所の確認
・１年生最初の実習前に「実習安全」の時間を設け、電気・建設を中心に取り組むにあたっての心構えを学ぶ

３．安全教育の推進、安全意識の高揚を図る
・当日の作業前に、電動工具・大型工具、危険について、短時間ではあるが毎回話をして作業に入る
・実習の授業の時に「ご安全に」と安全を促している
・電動工具類の使用方法の確認、点検を毎回行う
・自分たちで考えさせる。実習の作業内容を説明した上で、「危険なポイントはどこか」を発現させる
・危険予知トレーニング
・なぜこの行動をしてはいけないのか。実際に発生した労働災害をあげイメージさせる
・安全教育の実施、危険予知活動
・マニュアルポスターの掲示・作成
・たとえ話を用いた説明
・５Ｓ標語を考えさせる
・視覚的に危険を経験

４．事故発生時の対応等
・各実習室の管理者を設置し、毎回点検確認する
・口頭や手話だけでなく、書いて伝える（筆談）ができるように、各教室にボードを設置し事故発生時に備えている
・事故体験装置の活用
・事故発生時は委員会を作り対応
・事故発生時の連絡のフローチャートの共有
・全ての実習室に事故対応マニュアルが置いてあり、緊急時に対応できるようになっている
・職員全てと生徒に対して事故発生時のシミュレーション訓練を行っている 8
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●単元全体の指導を通じてデジタル学習基盤を活用した学びを充実しましょう

中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会 産業教育ワーキンググループ第６回 令和８年４月８日より

工業科における情報活用能力の育成 ～産業教育ワーキンググループの議論より～



教科等横断的な学習を工業科で進めていくための方法について協議しました

令和７年度 高等学校各教科等教育課程研究協議会（工業部会） ワーキング・グループ提案資料

協議テーマ：教科等横断的な学習を充実させるためには
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TEAM A

TEAM B



教科等横断的な学習を工業科で進めていくための方法について協議しました

令和７年度 高等学校各教科等教育課程研究協議会（工業部会） ワーキング・グループ提案資料

協議テーマ：教科等横断的な学習を充実させるためには
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TEAM C

TEAM D



教科等横断的な学習を工業科で進めていくための方法について協議しました

令和７年度 高等学校各教科等教育課程研究協議会（工業部会） ワーキング・グループ提案資料

協議テーマ：教科等横断的な学習を充実させるためには
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TEAM E

TEAM F



教科等横断的な学習を工業科で進めていくための方法について協議しました

令和７年度 高等学校各教科等教育課程研究協議会（工業部会） ワーキング・グループ提案資料

協議テーマ：教科等横断的な学習を充実させるためには
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TEAM G

TEAM H



教科等横断的な学習を工業科で進めていくための方法について協議しました

令和７年度 高等学校各教科等教育課程研究協議会（工業部会） ワーキング・グループ提案資料

協議テーマ：教科等横断的な学習を充実させるためには
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TEAM I

TEAM J



教科等横断的な学習を工業科で進めていくための方法について協議しました

令和７年度 高等学校各教科等教育課程研究協議会（工業部会） ワーキング・グループ提案資料

協議テーマ：教科等横断的な学習を充実させるためには
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TEAM K

TEAM L



学習指導要領 総則関連事項

第1章 総則 第3款 3(2)イ

(ｱ) 専門学科においては，専門教科・科目（(1)のウの表に掲げる各教科・科目，同表に掲げる教科に属す
る学校設定科目及び専門教育に関する学校設定教科に関する科目をいう。以下同じ。）について，全ての生
徒に履修させる単位数は，25単位を下らないこと。ただし，商業に関する学科においては，上記の単位数の中
に外国語に属する科目の単位を５単位まで含めることができること。また，商業に関する学科以外の専門学
科においては，各学科の目標を達成する上で，専門教科・科目以外の各教科・科目の履修により，専門教科・
科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては，その専門教科・科目以外の各教科・科目の単位を５
単位まで上記の単位数の中に含めることができること。

①学校設定科目（解説「総則編」の記述）

専門学科における専門教科・科目の最低必修単位数は，従前と同様に25単位以上とし，生徒の多様な実
態に応じた弾力的な教育課程の編成を可能にしている。なお，25単位を下らないこととしているので，専門教
育の深化のため，あるいは職業資格の取得要件等を考慮して教育課程を編成する場合は，当然，最低必修
単位数の25単位を超えて履修することができるよう配慮する必要がある。（以下略）

専門教科・科目の最低単位数

専門学科においては、在籍する生徒に専門教科・科目を２５単位以上履修させなければならない
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「課題研究」等と「総合的な探究の時間」との相互代替

同様の成果が期待できる場合に限り、「課題研究」等による「総合的な探究の時間」の履修の一部又
は全部の代替が可能。また、その逆も可能

第1章 総則 第3款 3(2)イ

（ウ） 職業教育を主とする専門学科においては，総合的な探究の時間の履修により，農業，工業，商業，水
産，家庭若しくは情報の各教科の「課題研究」，看護の「看護臨地実習」又は福祉の「介護総合演習」（以下
「課題研究等」という。）の履修と同様の成果が期待できる場合においては，総合的な探究の時間の履修を
もって課題研究等の履修の一部又は全部に替えることができること。また，課題研究等の履修により，総合的
な探究の時間の履修と同様の成果が期待できる場合においては，課題研究等の履修をもって総合的な探究
の時間の履修の一部又は全部に替えることができること。

④職業学科における総合的な探究の時間の特例（解説「総則編」の記述）

総合的な探究の時間の履修により，「課題研究等」の履修と同様の成果が期待できる場合においては，総
合的な探究の時間の履修をもって「課題研究等」の履修の一部又は全部に替えることができるとするとともに，
「課題研究等」の履修により，総合的な探究の時間の履修と同様の成果が期待できる場合においては，「課題
研究等」の履修をもって総合的な探究の時間の履修の一部又は全部に替えることができるとしている。

なお，相互の代替が可能とされるのは，「同様の成果が期待できる場合」とされており，例えば，「課題研究
等」の履修によって総合的な探究の時間の履修に代替するためには，「課題研究等」を履修した成果が総合
的な探究の時間の目標等からみても満足できる成果を期待できることが必要であり，自動的に代替が認めら
れるものでない。

例えば，職業学科における「課題研究」においては，「調査，研究，実験」，「作品製作」，「産業現場等におけ
る実習」，「職業資格の取得」等の内容に関わる課題を設定し，学習を行うこととされており，「課題研究等の
履修により，総合的な探究の時間の履修と同様の成果が期待できる」ためには，総合的な探究の時間の目標
である「自己の在り方生き方を考えながら，よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力」の育成に資
する学習活動を，探究の過程を通して行うことが求められる。また，「課題研究等」において課題を研究する際
には，様々な教科等の見方・考え方を実社会・実生活における問題において総合的に働かせる，教科等横断
的な視点に基づくことが必要である。（以下略）

高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説総則編

→「課題研究」を設定したからといって、機械的に代替が認められるものではなく、実際にどのような活動

が行われたのかが重要。 総合的な探究の時間の目標である、生徒が「自己の在り方生き方を考えなが
ら，よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力の育成に資する学習活動」が探究の過程を通して
行われているかどうか



第1章 総則 第3款 3(2)イ

(ｲ) 専門教科・科目の履修によって，アの必履修教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合において
は，その専門教科・科目の履修をもって，必履修教科・科目の履修の一部又は全部に替えることができること。

③専門教科・科目による必履修科目の代替（解説「総則編」の記述）

専門教科・科目を履修することによって，必履修教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合は，その
専門教科・科目の履修をもって必履修教科・科目の履修の一部又は全部に替えることができる。

これは，各教科・科目間の指導内容の重複を避け，教育内容の精選を図ろうとするものであり，必履修教科・
科目の単位数の一部を減じ，その分の単位数について専門教科・科目の履修で代替させる場合と，必履修教
科・科目の単位数の全部について専門教科・科目の履修で代替させる場合とがある。

実施に当たっては，専門教科・科目と必履修教科・科目相互の目標や内容について，あるいは代替の範囲な
どについて十分な検討を行うことが必要である。この調整が適切に行われることにより，より効果的で弾力的な
教育課程の編成に取り組むことができる。例えば，職業教育を主とする専門学科（以下「職業学科」という。）で
は，各専門教科の情報に関する科目の履修により「情報Ⅰ」と代替することが考えられるほか，工業に関する
学科で「デザイン実践」等を「工芸Ⅰ」に，家庭に関する学科で「公衆衛生」を「保健」に，看護に関する学科で
「基礎看護」や「人体の構造と機能」等を「保健」に代替することなどが考えられる。なお，これらの例示について
も，機械的に代替が認められるものではない。代替する場合には，各学校には説明責任が求められる。

専門教科・科目による必履修教科・科目の代替

同様の成果が期待できる場合に限り、専門教科・科目による必履修教科・科目の履修の一部又は全部
の代替が可能
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高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説総則編

工業科において、例えば「工業情報数理」の履修をもって共通教科「情報Ⅰ」の履修に替えようとする場合、
「情報Ⅰ」の履修をしたことと同様の成果が期待できるものでなければならない

→機械的に代替できるというものではなく、実際にどのような指導が行われていたかが重要
→例えば、「工業情報数理」のシラバスにおいて、「情報Ⅰ」の履修をしたことと同様の成果が期待できる

ことがみてとれる
→指導に当たっては、実際にコンピュータを活用し、プログラミングを行っている
→情報デザインを踏まえて指導している（「工業情報数理」には情報デザインの指導項目がないため）

学習指導要領 総則関連事項

ウ（数理処理）については，生徒の実態や学科の特性等に応じて，適切な工業の事象を題材とした演習を重視し，数学，物理及
び化学の理論を工業に関する事象を処理する道具として活用する数理処理について理解できるよう工夫して指導すること。また，
実際にコンピュータを活用して数理処理と関連付けて扱うこと。

「工業情報数理」に関して 学習指導要領第３章第２節 「工業」 第２款 各科目 第５ 工業情報数理 ３ 内容の取扱い

内容の（3）【コンピュータとプログラミング】のアの（ｲ）及びイの（ｲ）については，関数の定義・使用によりプログラムの構造を整理

するとともに，性能を改善する工夫の必要性についても触れるものとする。アの（ウ）及びイの（ウ）については，コンピュータを使
う場合と使わない場合の双方を体験させるとともに，モデルの違いによって結果に違いが出ることについても触れるようにする。

「情報Ⅰ」に関して 学習指導要領 「情報Ⅰ」 第２款 各科目 第１ 情報Ⅰ ２ 内容

（3）コンピュータとプログラミング

コンピュータで情報が処理される仕組みに着目し，プログラミングやシミュレーションによって問題を発見・解決する活動を通し
て，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

３ 内容の取扱い

（略） なお，ここで扱う情報デザインとは，効果的なコミュニケーションや問題解決のために，情報を整理したり，目的や意図を
持った情報を受け手に対して分かりやすく伝達したり，操作性を高めたりするためのデザインの基礎知識や表現方法及びその
技術のことである。

学習指導要領解説情報編 第２章 共通教科情報科の各科目 第１節「情報Ⅰ」
２ 内容とその取扱い （２）コミュニケーションと情報デザイン



第1章 総則 第2款 3(1)エ及びオ

学校設定科目は各学校において定めることができるが、既存の教科・科目以外の科目でなければ
ならない

学校設定科目

学校設定科目の名称，目標，内容，単位数等は各学校において定めるものとされているが，その際には，
「その科目の属する教科の目標に基づき」という要件が示されていること，及び科目の内容の構成について
は関係する各科目の内容との整合性を図ることに十分配慮する必要がある。

工業科に属する科目については，工業に関する各分野に対応して，通常履修される教育内容などを想定し
て，59科目が示されている。しかしながら，工業の各分野の多様な発展や地域の実態等に対応し，新しい分
野の教育を積極的に展開する必要がある場合など，学校設定科目を設けることにより，特色ある教育課程を
編成することができる。

学校においては，生徒や学校，地域の実態及び学科の特色等に応じ，特色ある教育課程の編成に資する
よう，イ及びウの表に掲げる教科について，これらに属する科目以外の科目（以下「学校設定科目」という。）
を設けることができる。この場合において，学校設定科目の名称，目標，内容，単位数等については，その科
目の属する教科の目標に基づき，高等学校教育としての水準の確保に十分配慮し，各学校の定めるところ
によるものとする。

①学校設定科目（解説「総則編」の記述）

エでは，第１章総則第２款３(1)イ及びウの表に掲げる教科について，これらに列挙されている科目以外の
科目を設けることができることを示している。

学校設定科目の名称，目標，内容，単位数等は各学校において定めるものとされているが，その際には，
「その科目の属する教科の目標に基づき」という要件が示されていること，及び科目の内容の構成について
は関係する各科目の内容との整合性を図ることに十分配慮する必要がある。

【学校設定科目設置にあたっての留意点】

→新しい分野の教育を積極的に展開する必要がある場合など、必要性について

→科目の内容の構成にあたっては、関係する各科目との内容との整合性を図る

→既存科目と同様、三つの柱に基づいた育成を目指す資質・能力（１）（２）（３）を設定する
工業科で育成を目指す資質・能力との関係を明確にする
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学習指導要領解説工業編 第４節 総則に関する事項（③学校設定科目に関する記述）



第１章 総則 第2款 3(7)ウ

ウ 職業教育を主とする専門学科においては，次の事項に配慮するものとする。
(ｱ) 職業に関する各教科・科目については，実験・実習に配当する授業時数を十分確保するようにすること。

①実験・実習に配当する授業時数の確保（解説「総則編」の記述、商業を除く教科編の解説にも同様の記述）

① 実験・実習に配当する授業時数の確保
(ｱ)は，職業科目における実験・実習の重視について示したものである。また，商業を除く職業学科におい

ては，各教科の各科目にわたる指導計画の作成について，原則として総授業時数の10 分の５以上を実験・
実習に配当することが明記されていることにも配慮すべきである。

職業教育は，各教科・科目の履修を通して一般的教養を身に付けることにとどまらず，実験・実習という実
際的・体験的な学習を一層重視し，実践力を体得することに特色があると言える。

実験・実習には，体験を通して知識の習得に役立て，技能を習熟させるという側面がある。これまでの実験・
実習では，基礎的・基本的事項の習得という立場から，このねらいを一貫して重視してきた。 （以下略）

実験・実習に配当する授業時数の確保

職業学科においては、実験・実習に必要な授業時数を十分確保する

第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い（「工業」の例）

1(3) 工業に関する各学科においては，原則として工業科に属する科目に配当する総授業時数の10分の5以
上を実験・実習に配当すること。

（略）なお、ここでいう実験・実習は、「工業技術基礎」、「実習」のほか、「課題研究」、「製図」及び専門科目の
授業中に行われる示範実験・教示実習や製図作業、調査、設計や製作、観察、見学、現場実習などの実践
的・体験的な学習を指すものである。

高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説工業編より
高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説総則編

学習指導要領 総則関連事項

第1章 総則 第2款 3(7)

ア 学校においては，第５款の１に示すキャリア教育及び職業教育を推進するために，生徒の特性や進路，
学校や地域の実態等を考慮し，地域や産業界等との連携を図り，産業現場等における長期間の実習を取り
入れるなどの就業体験活動の機会を積極的に設けるとともに，地域や産業界等の人々の協力を積極的に得
るよう配慮するものとする。

地域や産業界等との連携・交流

各科目の指導に当たっては、地域や産業界等との連携を図り、実践的・体験的な学習活動を充実する

ア 学校がその目的を達成するため，学校や地域の実態等に応じ，教育活動の実施に必要な人的又は物的
な体制を家庭や地域の人々の協力を得ながら整えるなど，家庭や地域社会との連携及び協働を深めること。
また，高齢者や異年齢の子供など，地域における世代を越えた交流の機会を設けること。

1(5) 地域や産業界等との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就業体験活動を積極的に取り入れるとと
もに，社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。

第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い（「工業」の例）

第1章 総則 第6款 2

高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説総則編
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「働くことの意義や役割の理解」、「職業人に求められる倫理観の育成」等について、各職業教科に
共通して指導すべき事柄として「共通の内容」として整理し、各職業教科の原則履修科目に位置付
けている

２ 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
（３）工業に関する課題の解決に当たっては，職業人に求められる倫理観を踏まえるよう留意して指導するこ
と。

第２款 各科目

高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説工業編 P379

第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

３ 内容の取扱い（１）ア
〔指導項目〕の（1）のアについては，産業社会，職業生活，産業技術に関する調査や見学を通して，働くこと

の社会的意義や役割，工業技術と人間との関わり及び工業技術が日本の発展に果たした役割について理
解できるよう工夫して指導すること。 イについては，安全な製品の製作や構造物の設計・施工，法令遵守な
ど，工業における技術者に求められる職業人としての倫理観や使命と責任について理解できるよう工夫して
指導すること。

高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説工業編 P20

学習指導要領 「工業」に関する事項

第１ 工業技術基礎

コンピュータや情報通信ネットワークなどの活用

（２）コンピュータや情報通信ネットワークなどの活用を図り、学習の効果を高めるよう工夫すること。

第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

これまで工業科では，情報化の進展に対応するため，生徒が情報モラルを身に付け，コンピュータや情報
通信ネットワークなどの情報手段を適切かつ実践的，主体的に活用できるようにするための学習活動を充実
し，工夫して指導してきた。今回の改訂では，「工業情報数理」をはじめ，工業科に属する各科目についても，
工業技術の情報化とネットワーク化の進展に対応して，内容の改善を図っている。学校においては，工業科
に属する各科目の指導に当たって，コンピュータや情報通信ネットワークなどの積極的な活用を図り，情報
モラルを踏まえて，生徒の情報活用能力の育成に努めるとともに，指導の工夫を図り，学習の効果を高める
ようにすることが必要である。

高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説工業編 P379

言語活動の充実

（１）工業に関する課題の解決方法について，科学的な根拠に基づき論理的に説明することや討論すること
など，言語活動の充実を図ること。

第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

工業科においても，思考力，判断力，表現力を育成する学習活動の充実に関わって，工業に関する課題
の解決方策について，工業の視点から解決すべき課題を把握し，職業人としての倫理観に基づく合理的か
つ創造的な解決策の考察・決定や関係者への説明や意見を交換するなどして，計画の実施に当たって専門
的な知識，技術などを活用し，より合理的かつ創造的な改善策を考察するための振り返りといった学習活動
の中で，科学的な根拠に基づき論理的に説明することや討論することなど，言語活動に関わる学習を一層
重視する必要がある。

高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説工業編 P379
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文部科学省各種事業
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－事業概要－

【マイスター・ハイスクール】 仙台市立仙台工業高等学校（工） 令和５～７年度指定

23

－事業名ー
「働きたい街 SENDAI」を目指して ～「地学地就」を目的とした情報科と（仮称）情報専攻科の創設
と「産学官」連携によるデジタル技術を活用できるエンジニアの育成～

（１）既存学科（建築科，機械科，電気科，土木科）における，実務に直結したIT活用能力と，ITを活用した柔軟な対
応力の育成

・連携企業の産業実務家教員に授業・実習等を担っていただくほか，就労や課題研究におけるメンタリング，デュ
アルシステム等で協力いただくことを通し，現在の企業が求める資質能力を身に付けた高卒者を輩出する。

（２）（１）に基づいた既存学科の改編と情報科の開設に向けた教育課程の編成・情報科の設置と，（仮称）情報専
攻科など上位の学びにつなぐ連携の可能性の検討を進め，これからの時代に重要となる，ITが持つ，様々な領域
を融合する可能性を活用できる基礎力と発想力を身に付け，地域への就労（「地学地就」）につなげる。特にBIMな

どの運用は，情報技術科目の一環として，他のデジタルツールの運用などと共に実施されている。産業界からは
主として建築現場の施工技術者育成を託されていることから，社会人として必須のデジタルリテラシーの獲得を目
標にし，これにより将来，地域企業のイノベーションに貢献できる人材育成に，地域の学校が寄与する，地域の
「人材育成エコシステム」につなげていく。

（３）「産官学」連携によるデジタル技術を活用できる人材育成の他校への適用
前述の指定校では，マイスター・ハイスクールCEOが既存学科担当と情報交換を行い，各科が関連する業種での

AIやロボット等の最先端技術を導入している地域企業から産業実務家教員の協力を得ながら，質の高い授業や
実習を行い，時代に即した工業界の就労に直結したITを活用できる能力を身に付けた人材の育成を目指す。

５年後，１０年後の社会変革を見据え，今後，事業の成果は仙台市立高等学校各校の実情に応じて教育課程に
反映させていくことも視野に入れている。

例えば，商業高校では卒業後は商業の学びを生かし，事務職を中心に小売業や金融業に従事する者が多い。
情報セキュリティーの管理，ネットワークの設計や構築を含め，事務職として即戦力となるよう，デジタル機器や会
計業務に係るアプリケーション活用能力を身に付けることを重視してきた。

しかし，これまでの対面や紙による取引から電子化への転換期を迎えている昨今，商業高校においても大学や
企業と連携して商取引の現状を学び，新たな商品の開発，関連企業との業務提携，マーケティング市場の開発，
企業情報の発信等に，柔軟な発想でITを活用できる能力を身に付けることは必須である。

大学進学者においても卒業後は地元企業に就労する者が多く，商業高校におけるIT活用能力の育成は，工業
高校と同様に持続可能な「地学地就」につながり，本市の施策である「働きたいまちづくり」に貢献することになる。

本事業を活用しながら，次の３点
を目的として，IT化が進行する地

元企業への就職に直結した，効
果的な指導体制のあり方と教育
課程の編成について，地元企業
と連携した実践を通じて協議し，
整備していく。

なお，本事業で育むべき生徒像
は，単にデジタル機器の活用に
秀でているだけでなく，「基本的な
デジタル技術や情報セキュリ
ティーに係る知識と能力を身に付
け」，「企業が取り入れているITに

ついて実習やインターンシップ等
を通して学び」，「業種の融合や
新たな事業展開の可能性を広げ
るベースとしてITを活用できる」資

質能力を身に付けた生徒と捉え
ており，CEOの采配や産業実務家

教員の実践的で実務的な指導の
果たす役割は大きなものとなる。

学校の具体的な取組など詳しい内容は以下よりご覧ください
（文部科学省ホームページ：令和７年度マイスター・ハイスクール事業成果発表会）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shinkou/shinko/1421853_00013.htm

文部科学省各種事業



【マイスター・ハイスクール】 清和学園高等学校（工・家） 令和５～７年度指定

－事業概要－

24

－事業名－
「レジリエントな町と産業を支えるニューノーマル時代のSX人材養成モデルの構築」

近年ICT(情報通信技術)
やIoT(モノのインターネッ
ト)が急速に発展・普及し

産業構造が目まぐるしく
変化する中、本校は、通
信制高校でありながら、
全国唯一の国家資格が
取得可能な学校であり、
工業(自動車科)・家庭(調
理科)を有する専門高校

に匹敵する新しいスタイ
ルの高等学校である。

越生町は、埼玉県一の
「梅・ゆず」の生産地であ
るが、この地域産業に関
する持続性・継続性が大
きな課題の一つである。
①梅・ゆず農家の高年
齢化・後継者不足、②
梅・ゆず販売単価の低
減化。豊かな自然環境を
背景に観光振興策の一
つとして全国初の「ハイ
キングの町」宣言してい
るが、成果指数は目標
値に届いていない。これ
らの課題に対し、観光資
源の有効活用と農産物
の元々持っている価値を
更に高め、生産性の価
値を上げる食品加工(２
次産業)流通・販売(三次
産業)に取り組み、栽培

から収穫、加工、流通・
販売といった「梅・ゆず」
農家の一連のビジネス
バリューチェインの作業
毎に、生徒ならではの新
鮮な目線でのアイデアを
励起し盛り込み、解決に
向けての取り組み活動
を推進する。

また、6次産業化を目指した取り組み活動を通して、町が掲げる産業振興と観光の町の発信の中で、越生ブランド
振興事業の創設や地場産業の振興・町のPRの推進を念頭に、生徒が主体的に自らの視点で、町の課題を見つ
け解決する道を共創し、Connected carとしてのキッチンカーの運用や環境に配慮した「CASE」最新技術等の研究
を進め、学校魅力化やSX人材育成モデルの構築Sustainability Transformationを掲げて、持続可能な地域活性化
に向けた事業を産業界と地域の関係者とが協働し、解決を図ることができる次世代マイスターの育成を行う。

学校の具体的な取組など詳しい内容は以下よりご覧ください
（文部科学省ホームページ：令和７年度マイスター・ハイスクール事業成果発表会）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shinkou/shinko/1421853_00013.htm



【マイスター・ハイスクール普及促進事業：先進的取組型】
北海道教育委員会（農・商・水・工） 令和６～７年度指定

－事業概要－

25

－事業名－
北の専門高校ONE-TEAMプロジェクト

・本事業では、指定校にマイス
ター・ハイスクールCEOが配置さ

れたことで、高度熟練技能者によ
る指導、企業等と連携した商品開
発や軽種馬生産など、地域や産
業界と連携した実践的かつ体験
的な学習活動が充実した。こうし
た連携体制による教育実践を踏
まえ、北海道教育委員会に産学
連携コーディネーターを配置する
ことにより、都市部に所在する企
業をはじめ、各地域の産業界等と
専門高校を人的につなげることで、
実践的な職業教育の充実を図る。

・企業を対象とした専門高校との
連携に関する意向調査を実施し、
謝金等が不要で出前授業等が可
能な職業人をデータベース化した
「産業実務家教員リスト」を作成し、
専門高校で共有する。本リストは、
専門高校と産業界の双方にとっ
てプラスとなる関係性をベースに
しており、学校の実態や学科の特
徴に応じた人的資源の活用を促
進する。

・産業構造の変化に対応した教
科指導や進路指導の充実を図る
ため、半導体関連産業や洋上風
力発電、スマート農業・水産業や
建設DXなどの職業理解に資する

「おしごとガイドブック」を制作し、
全道の中学１、２年生と高校１、２
年生、経済団体等に配付する。

・専門高校の教員や企業、生徒を
参加対象とした「産学連携シンポ
ジウム」などのイベントを開催し、
他校・他学科で実施している産業
界等との連携・協働の取組を共有
することにより、道内の各専門高校における職業人材育成システムの構築を促進する。

・課題の解決に向けて、産学連携コーディネーターを高校教育課に配置し、職業学科担当の指導主事と連携しなが
ら、道内の専門高校を支援する「北の専門高校プラットフォーム」の創設を目指す。産学連携コーディネーターの主な
役割は、本プラットフォームの柱である次の３点とする。

① 人的ネットワークの構築
② 産業実務家教員リストの作成と活用促進
③ 新たな産業や専門高校への理解促進

学校の具体的な取組など詳しい内容は以下よりご覧ください
（文部科学省ホームページ：令和７年度マイスター・ハイスクール事業成果発表会）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shinkou/shinko/1421853_00013.htm



【マイスター・ハイスクール普及促進事業：先進的取組型】
福井県教育委員会（全専門分野） 令和６～７年度指定

－事業概要－

26

－事業名－
産学共創による輝く次世代の地域人材育成システム推進事業

・県（教育委員会・
産業労働部）や事
業運営委員会に
所属する産業界
団体を通じて、域
内全域の企業が
専門高校との連
携を視野に入れ
た協力体制を構
築。各校との連携
を通じて、カリキュ
ラムの改善や体
系的な教育活動
を、より実践的か
つ現実的なもの
へと進化させる。

・坂井高校や若狭
高校は、事業を通
じて構築した地元
産業界との連携
体制や、コーディ
ネート機能の運用
経験など、得られ
たノウハウや成功
事例を域内の専
門高校に共有す
る。

・武生商工高校は、
産学連携コーディ
ネーターの育成・
活用方法や、自
立運営に向けた
エコシステムの構
築を目指し、率先
して事業を推進。
この取組により、
成長する専門高
校のモデル校とし
ての役割を果たし、
他校とその成果を
共有する。

・その他の域内専
門高校は、拠点校

のノウハウを活用しつつ、産業界と連携した教育活動をさらに充実。同時に、エコシステム構築を視野に入れた協
力体制の整備を進めていく。

学校の具体的な取組など詳しい内容は以下よりご覧ください
（文部科学省ホームページ：令和７年度マイスター・ハイスクール事業成果発表会）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shinkou/shinko/1421853_00013.htm



【マイスター・ハイスクール普及促進事業：先進的取組型】
熊本県教育委員会・熊本県商工労働部（農・商・福・工） 令和６～７年度指定

－事業概要－

27

－事業名－
熊本県版マイスター・ハイスクールによる持続可能な産業人材の育成
～自律的に学ぶ生徒を育てるための学校と産業界の絶え間ない協働～

八代工業高等学校におけるマイスター・ハイ
スクール事業の成果を活用しながら、新規拠
点校において「産業人材育成の複数校での導
入」と「産業界と学校が自律的・持続的に連携
する仕組みづくり」の視点から本事業に取り組
む。その導入の過程で得られた下記をはじめ
とした多くの知見を分析・整理し、更なる普及
に資する好事例としてとりまとめ、ドキュメント
としてパッケージ化、周知することで成果の県
域への普及に取り組む。

・県域の産業界との合意形成と連携のプロセ
ス（事業運営委員会、事業推進委員会等）

・学校が立地する地域との合意形成と連携の
プロセス（市町村や地域産業界）

・学校内における取組のルール化のプロセス
（スクールミッションや校務分掌等）

・本事業の推進における産学連携コーディ
ネータの在り方

・他校や産業界に対する成果普及に係る情報
発信や周知の在り方

・産業界と学校が一体となった体系的教育シ
ステムの構築のプロセス

〇マイスター・ハイスクール事業の成果を活
用した産業人材育成活動の複数校での導入

八代工業高等学校での成功の大きな要因は
下記の５点である。これらの成果を活用しなが
ら、新規拠点校に導入し、その導入や改善の
プロセス及び成果を分析し、様々な学校で活
用可能な汎用性の高い好事例としてまとめ、
普及することにより他校での展開を図る。

①産業界と学校での目標の明確化・共有化
②学校全体での組織的なPDCAサイクル ③産業実務家教員と学科の継続的な対話
④データ分析による改善   ⑤産学官金による組織的なバックアップ

〇産業界と学校が自律的・持続的に連携するための仕組みづくり

八代工業高等学校における事業成果は、（一社）熊本県情報サービス産業協会の全面的な協力と、多くの産業界
のリーダーの協力の元にモデル作りとして取り組んだ結果である。このモデルを普及させるには、産業界の個々
の企業と学校が自ら繋がり、自律的に連携を進めていく他校で活用できる「仕組み」づくりも重要であり、仕組みづ
くりのプロセスと仕組みそのものも好事例としてパッケージに組み込む。主な取組は下記のとおり。

・持続的な地域振興、地域産業界の発展の視点に立った拠点校の市町村、地元産業との連携による市町村単位
の産学官連携のエコシステムの構築

・八代工業高等学校の教師及び産業実務家教員によるノウハウ共有のための研修会
・産学連携コーディネータによる学校間及び学校と企業間のコミュニケーション支援
・県の各事業におけるコーディネータ間の情報共有や連携による持続的で効果的な学校支援及びマッチング体制

の構築

学校の具体的な取組など詳しい内容は以下よりご覧ください
（文部科学省ホームページ：令和７年度マイスター・ハイスクール事業成果発表会）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shinkou/shinko/1421853_00013.htm



【マイスター・ハイスクール普及促進事業：連携体制強化型】
山形県教育委員会（農・商・水・家・看・情・工） 令和６～７年度指定

－事業概要－

28

－事業名－
山形県魅力ある県立高校づくり推進事業 「次世代地域産業人材育成事業」

（１）県教育委員会における取組
①地域産学連携コーディネーター派遣

コンソーシアムを設置する産業系高等学校に対し、地域産学連携コーディネーターを派遣し、コンソーシアムの円
滑な運営と地域産業界との連携強化を図る。
・地域産学連携コーディネーターの派遣 13校×６回
・教育委員会における打ち合わせ・執務等 ４人×４回 計94回
②産業教育連携校会議・シンポジウムの開催（Ｒ６は連携校会議及び研修会を開催）

産業系高校（拠点校）、産業界等、関係機関等が一堂に会し、産業系高校と地域産業界とが一層の連携強化
を図るため、シンポジウムを開催する。

・産業教育連携校会議・web会議２回
・産業教育連携シンポジウム

地域産学連携コーディネーター・学校と地域との連携に造詣の深い学識経験者をパネリストとする予定
（２）拠点校における取組
①各産業の次世代分野（AI・IoT・ドローン・ロボティクス）研修
・次世代分野のスペシャリストによる講義・実習
14校大学科１回（土木分野を学ぶ学科は１回追加する）
県内又は県外講師（旅費基準地：東京）を招聘

・地域産業界の参加希望者も受講可能とする。
②産業現場における研修（長期インターンシップ含む）
・14校大学科ごとに産業現場における長期インターンシップ及び企業における各科目の 実習、授業を実施する。

③専門学科の魅力発信
・ＳＮＳ等を活用し、専門学科の学習の魅力等について、積極的に情報発信を行う。

学校の具体的な取組など詳しい内容は以下よりご覧ください
（文部科学省ホームページ：令和７年度マイスター・ハイスクール事業成果発表会）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shinkou/shinko/1421853_00013.htm



【マイスター・ハイスクール普及促進事業：連携体制強化型】
静岡県教育委員会（普・工） 令和６～７年度指定

－事業概要－

29

－事業名－
Society5.0 実現を牽引する未来思考型産業人材育成プロジェクト ～カーテクノロジーミュージアム
によるSTEAM教育の実践と普通科への普及～

以下の事業の推進により、ＥＶなど次世代自
動車に対応した産業人材の育成を目指す。

①次世代自動車に対応したカリキュラム開発

スズキ㈱や神奈川工科大学等と連携し、ＥＶ・
水素自動車・空飛ぶクルマ等の次世代自動
車の先端技術を学ぶことができるカリキュラム
を開発

②実習場の展示物等の拡充

既存の実習場に、車両・エンジン等の実機や、
生徒が作成した自動車技術に関連するパネ
ル・ポスター等を展示し、カーテクノロジー
ミュージアムにリニューアル。自動車開発や経
済発展、環境問題等の変遷を時系列で学ぶ
ことができるSTEAM教育の場を設置

③普通科における産業人材育成

普通科未来クエストコースに、新たに工業系
列（STEAM系列）の教育課程を編成

④STEAM Teacher の育成

教科横断的思考を育成する授業改善と生徒
一人一人の学びの深まりを評価する評価方
法の開発

⑤就職支援
普通科生も含めて就労体験（国内外インター

ンシップ）を実施、起業プログラムを取り入れ
たシラバスを策定

⑥海外人材の確保
スズキ㈱が海外法人を設置している国から留学生の受入れ、留学生向け入学試験の策定、 自動車整備士・危
険物等の資格取得支援

⑦事業成果の横展開
成果報告書のとりまとめ、成果報告会の開催、県内企業や他校と連携したワークショップ・交流会等の開催

⑧ 県の次世代自動車施策との連携
県事業と連携して、拠点校の高校生に以下のプログラムを提供
・中核的支援機関「次世代自動車センター浜松」に設置している、国内外の最新ＥＶの分 解部品の展示場（ベン

チマークルーム）の見学
・「デジタルものづくりセンター」に導入した、次世代自動車の開発に不可欠な金属３Ｄプリンタ、設計シミュレー

ション、３Ｄスキャナ等の体験
・脱炭素推進拠点「企業脱炭素化支援センター」を活用した自動車産業における脱炭素に 向けた取組（ＣＯ２の

見える化や省エネ手法）の学習
・市が実施する自動運転実証実験の見学、自動運転車両の試乗（沼津市、富士市等）
・県が開催経費の一部を負担する学生フォーミュラ日本大会への招待、出場する県内大学（静岡大学、静岡理

工科大学等）との交流

学校の具体的な取組など詳しい内容は以下よりご覧ください
（文部科学省ホームページ：令和７年度マイスター・ハイスクール事業成果発表会）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shinkou/shinko/1421853_00013.htm



【マイスター・ハイスクール普及促進事業：連携体制強化型】
兵庫県教育委員会（工） 令和６～７年度指定

－事業概要－

30

－事業名－
カーボンニュートラルへの挑戦！ ～蓄電池業界を牽引するゲームチェンジャーの育成～

Society5.0時代に適応できる工業高校
の実現に向けて、創造的な活動を通して
新しい価値の創出や課題の解決に貢献
できる人材を輩出するため、産学共創に
より工業高校の専門高校としての革新的
な学びのために、将来の日本の「モノ」づ
くりを支える人材育成フォームを確立する
共創プロジェクトを展開する。その中で、
「モノ」としてバッテリーに注目し、今に対
応できるバッテリー人材の育成にもつな
がる可能性を探究することで新しい「モノ」
と「学び」にチャレンジし新たな価値を創
出し、革新的で創造的な人材の育成に取
り組む。

１ 蓄電池（バッテリー）に関する学習
(1) 関西蓄電池人材育成等コンソーシア

ムで作成された授業テンプレートを
活用したバッテリーに関する学習（実
習、座学）の実施

(2) 専門人材を活用した授業（実習、座
学）の実施

(3) カーボンニュートラルに関する探究学
習の実施

(4) 小・中学生向け出前授業の実施
(5) 成果発表会（生徒・教員）の実施

※連携校（兵庫県立洲本実業高等学校、兵庫
県立兵庫工業高等学校）も参加し、外部講
師による特別講演及び県下の工業高校へ
案内して実施する。

「モノ」からの「学び」を核として推し進める
ことで、多様な分野につながる網羅的な
学び方を自ら選択しながら創造的に進め
ることができる学びであると考えており、
生徒が自己の在り方生き方を考えながら
進路実現を図ることに効果が期待できる。

２ 連携の強化
(1) 大学の学識者による授業（座学）及び研究授業の実施
(2) 企業技術者による授業（実習）及び技術研修の実施
(3) 生徒、教員対象の企業・大学等への視察及び実習体験の実施
(4) 脱炭素と蓄電池の活用に関する探究学習のために、産業会と連携して蓄電池を活用した持続可能な学び場を

創出する。
(5) ビオトープを小さな地球ととらえ、地球規模での環境問題を身近な問題として捉えた環境と工業の共創に向け

た学習を実践
(6) 地元企業重点型人材育成事業として新たに立ち上げる。地域の銀行等との連携を現在推し進めており、多数

の企業とさらにつながることが可能であり、継続的な事業として準備している。
(7) 関西蓄電池人材育成等コンソーシアムに加盟する近畿の高校と交流（大阪府、和歌山県）
(8) 拠点校から連携校（兵庫県立洲本実業高等学校、兵庫県立兵庫工業高等学）への情報交換、発信

学校の具体的な取組など詳しい内容は以下よりご覧ください
（文部科学省ホームページ：令和７年度マイスター・ハイスクール事業成果発表会）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shinkou/shinko/1421853_00013.htm



【マイスター・ハイスクール普及促進事業：連携体制強化型】
長崎県教育委員会（農・商・水・情・福・工） 令和６～７年度指定

－事業概要－

31

－事業名－
ＮＥＸＴ長崎人材育成事業

・長崎型産学連携コーディネーターとして「民間
経験者、校長経験者、知事部局職員」の３名を
配置することにより、高校と産業界等との連携
を各分野の様々な視点と豊富な人脈により、
多面的に支援し、県全体で産業界と連携する
体制を構築しながら、専門高校全体の学びの
充実を図る。

・専門高校で育成していく資質・能力の策定や
支援の在り方など、専門高校全体で共通する
内容等を協議する、事業運営委員会を設置す
る。また、分野ごとで協議会を開催し、本県の
産業教育における産学連携の基盤づくりを行
い、組織的かつ持続的な取組を目指す。なお、
将来的に事業運営委員会にて各協議会の横
断的取組・連携を推進し、イノベーション創成
へとつなげる。

・企業の担当者と高校の教員による意見交換
や学校見学を行い、産業界が求める資質・能
力を明確にするとともに、教員向けの企業見学
や産学連携に関する研修会を実施し、教員が
産業界の実情や先端技術等の知見を広げ、高
校のカリキュラムと地域産業をつなげる取り組
みを行う。

・県内企業や大学等から講師を招聘し、各分
野の専門的な技術や先進的な取組等に関す
る講座の実施を通じて、外部人材の活用のノ
ウハウや産業界等の連携強化を図り、将来的
な産業実務家教員による授業や地域産業と連
動させることで、「イノベーション人材」を育成す
るカリキュラムの開発につなげていく。

・【工業】

半導体分野では、産学官の半導体関係者が
構成員となっている「ながさき半導体ネットワー
ク」と連携することにより、工業高校に「半導体
製造技術」の学校設定科目を新たに設定する
など、企業や大学等からの講師派遣や半導体
関連企業への見学等を通じて、半導体の専門
人材を育成する。

工業分野では、長崎県工業連合会と工業科と
の連携協定を締結しており、一定の連携はで
きているが、一歩進めた「学びの連携」へ向け、
お互いのニーズ・シーズをマッチングしながら、
先端機器等を活用した工業学習の充実を図る。

建設分野では、長崎県建設業協会と工業科と
の連携協定を締結しており、先進校では「学び
の連携」が実装している。この取組の良さを共
有しながら、県下の関係学科への展開を目指
す。

学校の具体的な取組など詳しい内容は以下よりご覧ください
（文部科学省ホームページ：令和７年度マイスター・ハイスクール事業成果発表会）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shinkou/shinko/1421853_00013.htm



支援⑤：マイスター・ハイスクール、DXハイスクール、施設補助（継続）専門高校の魅力発信 ～ 中学生・保護者向け ～

※５月中に公開予定

＼生徒が製作した高校紹介動画／
新規HPの開設

新規Instagramの開設

関連する実習の様子
を

ショート動画で掲載！

「いいね」コンテスト
開催中！

小中学生に大人気

有名芸能人も

PRに参画！

✦
✦

コンテストで受賞した動画は左記ＨＰにおいて掲載予定

専門高校の特色化・魅力化

32

魅力ある学校づくりにむけて

●学校の特色化・魅力化について ～先生方とのお話からまとめたこと～
「情報提供の充実」と「体験の質的向上」の一体的充実

①伝える工夫
・学校の様子が分かりやすく伝わるか、そこに新しい情報があるか
ホームページの更新頻度の高さ（毎日更新している学校もある）
公式InstagramやLINEを活用したデジタル広報活動の強化
Web学校案内の製作 など

→校内起案の簡略化等により、迅速な情報発信につなげる
→共通教科の教員から意見をもらい、説明が難しくなっていないかを確認する。
→生徒がつくる広報（生徒の目線で）
→オリジナルグッズやキャラクターの製作 など

②見せる工夫（生徒の姿を見せる）
・生徒が地域に出て活動する（継続的な出前授業、企業との連携授業、小中学生へのものづくり
体験学習）姿を小中学生に見せる
・製作した作品のみならず、生徒が身に付けている技術そのものをリアルに見せる工夫 など

③感じる工夫（ものづくり体験の充実）
・実物に触れる、実際にものを作る、動かす、考える取組を充実する
・AR・VR技術を活用した体験、プログラミングは子供たちにも人気

生徒募集につながった取組がありましたら情報提供お願いします。どのような小さなことでも構いません。



全国産業教育フェア
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昭和30
（年）

専門高校の基礎データ

※ 全日制・定時制のみの統計である（通信制は含まれない）。

※ 「当該学科を置く学校数」欄は、複数学科を置く学校について、それぞれの学科に計上した延べ数である。

学科別生徒数の構成割合の推移

資料：文部科学省「学校基本調査」
※総合学科は平成６年度より制度化。
「その他の専門学科」には、理数、体育、音楽、美術、外国語、国際関係等の学科がある。

その他の専門学科 総合学科普通科 職業学科（専門高校）

高等学校学科別生徒数・学校数（令和７年５月）

資料：文部科学省「学校基本調査」

区 分 生徒数（人）
比率

（％）
当該学科を置く学校

数(延べ数)
単独学科学校数

合 計 2,865,463 - 6524 3,403

普 通 科 2,123,778 74.1 3693 2,518

職
業
学
科
（
専
門
高
校
）

小 計 482,854 16.9 1889 885

農 業 66,199 2.3 292 119

工 業 197,538 6.9 512 247

商 業 157,989 5.5 570 154

水 産 7,003 0.2 42 21

家 庭 33,929 1.2 256 4

看 護 10,753 0.4 95 5

情 報 3,484 0.1 27 1

福 祉 5,959 0.2 95 2

その他専門学科 104,352 3.6 561 49

総 合 学 科 154,479 5.4 381 283

工業（令和６年度） 199,712 6.9 516 250

工業（令和５年度） 203,449 7.0 517 254

職業学科の比率は年々減少。普通科は近年微増、総合学科とその他学科は変化なし
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工業科を設置する高等学校数及び在籍生徒数の推移

工業科への入学者数の推移

資料：文部科学省「学校基本調査」

(注１)「比率」は全高校生に占める割合。
(注２)昭和４０年以前の「学校数」については学校基本調査において該当項目がないため記載していない。

資料：文部科学省「学校基本調査」

（注１）入学者は全日制及び定時制の本科について示している

（注２）職業学科は農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情報及び福祉を表す

（注３）職業学科以外には普通科、その他の専門学科及び総合学科が含まれる
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資料：文部科学省「学校基本調査(令和７年度)」より

高等学校の学科別生徒数の割合(本科)(2,865,463人)

［％］

高等学校の学校数の割合(延6,524校)

参考：令和６年度工業に関する学科設置学校数 516校 資料：文部科学省「学校基本調査(令和７年度)」より

参考：令和６年度工業科生徒数 199,712人
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資料：文部科学省「学校基本調査(令和７年度)」より

製造業への学科別就職者数(50,914人)

資料：文部科学省「学校基本調査(令和７年度)」より

工業科における産業別就職状況(40,259人)
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資料：文部科学省「学校基本調査(令和７年度)」より

資料：文部科学省「学校基本調査(令和７年度)」より

工業科における職業別就職状況(40,259人)
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資料：文部科学省「学校基本調査」
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資料：文部科学省「学校基本調査」新規高等学校卒業者の就職状況の推移（各年度３月末時点）
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普通科・職業学科別専修学校・公共職業能力開発施設等進学率の推移

文部科学省 「新規高等学校卒業者の就職状況に関する調査」より
年度

資料：文部科学省「学校基本調査」

41

学科別就職率は、工業（99.4%(-0.1)) 農業(98.6%) 商業(98.8%) 水産(98.9%) 家庭(97.3%)
看護(98.8%) 情報(98.5%) 福祉(98.6%) 総合学科(97.8%) 普通(96.2%) 高校全体(98.0%)
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計

％

工業99.4

令和７年３月卒業者 936,136人（前年より+10797人）
就職者 126,316人（前年より-950人）
就職率(就職を希望する生徒の就職決定率）98.0（±0.0P)

※平成23年３月末現在の調査においては、東日本大震災の影響により調査
が困難とする岩手県の５校及び福島県の５校は、調査から除外している。

（％）

※資料提供時点ではＲ８年３月末の
データは未公表



工業科の就職状況

工業科における新規学卒入職者数（主な業種のみ記載）

産業別就業者数 ～労働政策研究・研修機構（JILPT）統計より～

労働政策研究・研修機構（JILPT）調査 産業別就職者数 より作成

文部科学省「学校基本調査」より作成
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21,266（製造業） 52.8％

1,351（電気・ガス・熱供給・

水道業） 3.4％

451（情報通信業） 1.1％

1,770（卸売業、小売業）

4.4％

2,451（サービス業） 6.1％
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H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

工業科全体就職者数 建設業

製造業 電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業 卸売業,小売業

サービス業※ ※（宿泊、飲食、生活関連、娯楽、複合等のトータル）

人 高校全体就職者数127,501人



およそ３割減

（出典）文部科学省「学校基本調査」から
（出典）文部科学省「学校基本調査」から

資料：文部科学省「学校基本調査」

小
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科
別
学
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移
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